
●2人世帯　世帯主（35歳・所得400万円）、配偶者（35歳・所得200万円・10月出産予定の免除対象者）

①産前産後期間免除制度適用前の年間保険料

医療分 支援金分 介護分 合計 医療分 支援金分 介護分 合計

世帯主 49,100 16,500 0 65,600 310,233 99,960 0 410,193 475,793

配偶者 49,100 16,500 0 65,600 136,433 43,960 0 180,393 245,993

※令和５年度保険料率に基づいて算定 世帯合計 721,786

納期別保険料の内訳

加入月

納期 ６月期 ７月期 ８月期 ９月期 10月期 11月期 12月期 １月期 ２月期 ３月期 合計

保険料 72,256 72,170 72,170 72,170 72,170 72,170 72,170 72,170 72,170 72,170 721,786

※年間保険料（４月～翌年３月の１２か月分）を、６月から翌年３月までの１０回で納めていただくため、

　納期月の保険料＝該当月の保険料にはなりません（１期あたり１．２か月分の保険料を納めていただきます）。

②産前産後期間免除制度適用後の年間保険料

●８月に保険料軽減の届出（１０月出産予定日）

医療分 支援金分 介護分 合計 医療分 支援金分 介護分 合計

世帯主 49,100 16,500 0 65,600 310,233 99,960 0 410,193 475,793

配偶者 32,733 11,000 0 43,733 90,955 29,307 0 120,262 163,995

世帯合計 639,788

産前産後期間（４か月分）の軽減額 （単位：円）

医療分 支援金分 介護分 合計 医療分 支援金分 介護分 合計

軽減額 16,366 5,500 0 21,866 45,478 14,653 0 60,131 81,998

●再計算後の納入通知書送付

納期別保険料の内訳 　　  ●届出   ●出産予定

加入月

納期 ６月期 ７月期 ８月期 ９月期 10月期 11月期 12月期 １月期 ２月期 ３月期 合計

保険料 72,256 72,170 72,170 60,493 60,450 60,450 60,450 60,450 60,450 60,450 639,789

※届出の翌月に軽減対象期間（本事例の場合9月～12月分）の保険料軽減を反映した納入通知書を送付します。

（年間保険料から対象期間の保険料を減額し、３月期までの未到来の各納期に割り振った金額を納めていただきます）

※お子様の誕生後、上記の保険料に加え、お子様の分の国民健康保険料についても後日賦課されます。

産前産後期間保険料免除制度の計算例

均等割 所得割 保険料

合計

（単位：円）

均等割 所得割 保険料

合計

産前産後期間(４か月分)の保険料が免除

均等割 所得割 軽減額

合計
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